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   府中市空き地・空き家ワンストップ相談窓口運営業務委託仕様書 

 

１ 件  名 

  府中市空き地・空き家ワンストップ相談窓口運営業務委託 

 

２ 履行場所 

  府中市全域 

 

３ 履行期間 

  令和８年８月１０日から令和９年３月３１日まで 

  ただし、相談窓口の運営期間は令和８年１０月１日から令和９年３月３１日

までとし、令和８年８月１０日から同年９月３０日までの期間は、相談窓口の

運営開始に向けた事前準備期間とする。 

  ※ 履行状況を勘案し、２回を限度に契約を１年間更新する場合あり 

 

４ 事業目的 

  本市では、適正に管理されていない空き地・空き家が周辺環境に悪影響を及

ぼすことを防止するとともに、空き地・空き家の有効活用を促進するため、空

家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）及び第３次府中市空家等対策計画に基づき、各種施策を展開している

ところである。 

  一方、空き地・空き家の所有者等が抱える課題は、相続、管理、利活用、売

却、解体など多岐にわたり、専門的な知識を必要とする場合が多い。 

  このため、空き地・空き家の所有者等への支援や空き地・空き家の周辺住民

からの当該空き地・空き家に関する相談等に対応するため、空き地・空き家に

なる前の事前準備から活用・除却まで対応できる包括的な相談支援体制を確立

することを目的とする。 

 

５ 業務内容 

  空き地・空き家に関する相談を受け付け、ワンストップで助言や提案のみな

らず、最終的な解決までの伴走型支援を行うことができる相談窓口を設置し、



- 2 - 

相談員を配置した上で、次の業務を実施する。 

 (1) 相談窓口の設置・運営 

   電話及びオンライン（電子メール、Ｗｅｂ会議ツール等）を活用した相談

窓口を設置し、無料で相談を受け付ける。 

  ア 相談は、原則として週５日以上（祝日及び年末年始（１２月２９日から

翌年１月３日までをいう。以下同じ。）がある週にあっては、５日から当該

祝日及び年末年始を除いた日以上とする。）、かつ、１日７時間以上受け付

けるものとし、交代制等により受付時間中は常時相談を受け付けられる体

制を確保すること。 

  イ 電話による相談受付を行うに当たっては、府中市専用ダイヤルを準備の

上、固定電話及び携帯電話からの利用を可能とすること。 

  ウ オンラインによる相談受付を行うに当たっては、ホームページ中に問合

せフォームを設けるものとする。 

 (2) 相談対応業務 

  ア 所有者等からの相談 

    次の相談に対し、具体的な手法の提案を行うとともに、必要に応じて専

門家・協力事業者等の紹介を行う。（なお、本委託業務として受け付けた相

談については、相談記録（電子データ）を作成し、適切に管理すること。） 

① 相続 権利の整理その他相続に関する事項等 

② 管理・ 

  活用 
管理方法、管理委託その他管理や利活用に関する事項等 

③ 賃貸 賃貸先、賃貸方法、リフォームその他賃貸に関する事項等 

④ 売却 売却方法、リフォーム、解体その他売却に関する事項等 

⑤ 解体 解体、家財整理その他解体に関する事項等 

  イ 適正に管理されていない空き地・空き家の近隣住民等からの相談 

    相談者からの相談を受け付け、該当の空き地・空き家の所在地及び現況

のほか、所有者や従前の住人等といった相談者が知る情報について聞き取

り、これらを市に報告する。 

 (3) 専門家・協力事業者との連携・協力 

   自らの責任において、次の相談に対して専門家・協力事業者との連携・協

力体制を整え、具体的な手法、利活用等に関する収支・費用の概算の提案、
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専門家・協力事業者の紹介等を行うものとする。 

   なお、専門家・協力事業者との連携・協力に当たっては、空き地・空き家

所在地周辺の実情に精通した本市内に営業拠点を有する者又は本市が空き家

に関する事業の実施について協定を締結している団体を優先して選定するよ

う努めること。 

① 相続 弁護士、司法書士、行政書士、税理士等 

② 管理・ 

  活用 
不動産業者、建築士その他管理や利活用に関する事業者等 

③ 賃貸 不動産業者その他賃貸に関する事業者等 

④ 売却 
不動産業者、建築士、土地家屋調査士その他売買に関する事

業者等 

⑤ 解体 解体工事業者、家財整理業者その他解体に関する事業者等 

 (4) 解決に向けたフィードバック 

   所有者等へ提案した具体的な手法や概算等について、その後の実施及び解

決状況等を聞取りなどにより確認し、必要に応じて、再度相談に応じるとと

もに、再提案を行うなどのフォローアップを行う。 

 (5) 出張相談会 

   本市内各地域に出張し、年数回の対面による出張相談会を実施する。 

   なお、実施時期や場所等の詳細は、市と協議の上、決定するものとする。 

 (6) 広報活動 

   リーフレットの作成、ホームページの開設等による相談窓口の周知を図る

こと。 

 

６ 事前準備 

  本業務の円滑な開始に向け、受託者は契約締結日から相談窓口の運営開始日

までの間に、次に掲げる事前準備を行うものとする。 

 (1) 受託者は、契約の締結後１４日以内に、次の資料を提出すること。 

  ア 業務責任者通知書 

  イ 業務計画書（業務概要、業務方針（相談員の資質・能力の向上に資する

取組方針等を含む。）、業務フロー、広報活動に係る業務工程表、業務実施

体制、緊急連絡体制等を明記すること。） 
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  ウ 業務責任者及び担当者リスト 

  エ 相談員リスト（実務経験を３年以上有する者を配置すること。） 

 (2) 受託者は、市と日程、場所等を調整の上、協力事業者候補等を対象とした

事業説明会を開催すること。 

   なお、専門家・協力事業者間で成立した際の手数料を専門家・協力事業者

から徴収する場合は、費用のルールをあらかじめ明示すること。 

 

７ 打合せ及び記録 

  受託者は、市と常に密接な連絡を取り、必要に応じて、業務方針や業務内容

に関する打合せを行う。受託者は、打合せ終了後速やかに、打合せ記録を作成

し、市に提出する。 

 

８ 報告 

 (1) 本委託業務において受け付けた相談の件数及び出張相談会の実施結果に係

る月次報告書並びに５(2)アで作成した相談記録を、翌月１５日までに市に提

出する。 

 (2) 年度の終了後速やかに、次の内容をまとめた業務報告書（電子データ）を

市に提出する。 

  ア 本委託業務の対象となった相談のうち、解決に至った事例一覧 

  イ 具体的な手法や概算等を提案した事例一覧 

  ウ 提案による成果、課題等 

  エ 広報活動に関する報告 

  オ 出張相談会の実施に関する報告 

 

９ 引継ぎ 

  履行期間の満了に伴い本委託業務を終了する場合、又はその他の理由により

本委託業務を終了する必要が生じた場合には、利用者の利益を損なわないよう

必要な措置を講じ、次の受託事業者等へ円滑に引き継ぐよう努めること。 

 

１０ 留意事項 

 (1) 本委託業務を通じて取得した個人情報の取扱いについては、個人情報保護
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法（平成１５年法律第５７号）及び本市の条例、規則等を遵守し、適切な管

理のために必要な措置を講じること。 

 (2) 本委託業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならな

い。ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合は、この限りではない。 

 (3) 本委託業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は本委託業務以外の目

的に使用してはならない。本委託業務終了後又は委託契約が解除された後に

おいても同様とする。 

 (4) 本委託業務の履行に当たり、受託者の責めに帰すべき事由により市に損害

が生じた場合又は相談者その他の第三者に損害が生じた場合には、その賠償

の責めを負うものとする。 

 (5) 本委託業務に係る契約書及び本仕様書に基づき、常に市と密接な連絡を取

り、その指示に従うこと。 

 (6) 本委託業務に係る契約により作成される成果物及びその他の著作権等の取

扱いについては、市に無償で譲渡するものとする。ただし、個別に協議した

場合はこの限りではない。 

   なお、作成した成果物の二次利用に当たって、必要となる権利関係の調整

等は、受託者の負担において行うものとする。 

 (7) 本仕様書に定めのない事項及び本仕様書に関し疑義が生じた場合は、遅滞

なく市と受託者が協議の上で決定するものとする。 


